大野北地区自治会連合会会則

（名称及び事務所）

第１条　この会は、大野北地区自治会連合会（以下「この会」という。）といい、事務所を大

野北まちづくりセンター内におく。

　（組織）

第2条 この会は、大野北地区の自治会長（以下「会員」という。）をもって組織する。

２　必要に応じて、自治会長経験者を会員に加えることができる。

（目的）

第３条　この会は、自治会相互の親睦を図るとともに、関係機関との連携を緊密にし、常に地域住民の福祉の増進に努め、併せて市政を市民に周知し、市民の声を広く行政に反映させるなど、地方自治の振興に寄与することを目的とする。

　（事業）

第４条　この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。　

　（１）　市民への広報、公聴に関すること　
　（２）　自治会相互の親睦協調のための事業

（３）　関係機関に対する市民の意見、希望の陳述

（４）　自治会員の資質向上のための研修

（５）　その他自治振興に必要な事業

（役員及び職務）

第５条　この会に、次の役員をおく。
　　会　長　　１名
　　副会長　　２名
　　会　計　　１名
　　監　事　　２名
　　部　長　　３名（交通・防犯防災・環境）　

　　副部長　　３名（交通・防犯防災・環境）

２　会長は、この会を代表し、会務を統轄する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

４　会計は、この会の会計を処理する。

５　監事は、この会の会計を監査する。

６　部長及び副部長は、その所管業務を処理する。

　（役員の選出）

第6条 役員は、次により選出するものとする。

　（１）会長、副会長、会計及び監事については、次項に規定する選考委員会において候補者を選出し、総会において承認する。
　（２）部長及び副部長については、会長が委嘱する。
２　選考委員会は、次のとおりとする。

（１）選考委員５名をもって構成し、役員選任年度の前年度末の自治会長会議において選出する。

（２）選考委員の任期は、役員選任年度の総会までとする。

３　会長、副会長、会計及び監事が、任期途中で欠けた場合は、役員会において補欠役員を選出し、自治会長会議等での報告をもって承認されたものとする。
４　前項の規定に基づく、補欠役員の選出を行う場合に限り、役員会において現役員の役職を変更することができる。

（役員の任期）

第７条　役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
　（会議）
第８条　会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。ただし、必要に応じて会長以外の会員のうちから議長を選出することができる。
２　会議は、会員の半数以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数の同意によって決定する。

　（相談役）

第９条　この会に相談役をおくことができる。

２　相談役は、この会の運営についての助言及び支援を行うものとする。

　（経費）
第１０条　この会の経費は、会費、補助金、負担金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
　（会計年度）
第１１条　この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
（会則の改廃）
第１２条　この会の会則を改廃しようとするときは、総会において出席者の３分の２以上の同意を必要とする。

　（委任）
第１３条　この会則に定めるもののほか、必要な事項については、役員会の議を経て会長が別に定める。

２　この会則の施行に関して疑義が生じたときは、役員会で決定する。
　　　附　　則
　　この会則は、昭和５４年５月１０日から施行し、昭和５４年４月１日から適用する。

　　相模原市大野北地区自治会連合会会則（昭和４４年４月１日制定）は廃止する。
　　　附　　則
　　この会則は、昭和５６年５月９日から施行し、昭和５６年４月１日から適用する。

　　　附　　則
　　この会則は、平成元年４月１日から施行する。

　　　附　　則
この会則は、平成１２年５月８日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。　

附　　則
この会則は、平成１５年５月８日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。　

　　　附　 　則
    この会則は、平成２２年５月１１日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。
　　　附　　則

　　この会則は、平成２３年５月１０日から施行する。

（1） 大野北地区自治会連合会役員選任に関する選考委員会運用規程（平成１４年９月１８日役員会承認）は廃止する。

　　　附　　則

　　この会則は、平成２４年５月８日から施行する。
